
日医発第 7 7 4号（保険） 

令 和 ５ 年 ７ 月 ２５ 日 

都道府県医師会 

社会保険担当理事 殿 

日本医師会常任理事 

長 島 公 之 

（公印省略） 

厚生労働省「疑義解釈資料の送付について（その 54）」の送付について 

令和４年度診療報酬改定に関する情報等につきましては、令和４年３月４日付け（保 305）「令

和４年度診療報酬改定に係る省令、告示、通知のご案内について」等により、逐次ご連絡申し上

げているところであります。 

今般、厚生労働省より、令和４年度診療報酬改定に関するＱ＆Ａ「疑義解釈資料の送付

について（その 54）」が発出されましたので、取り急ぎご連絡申し上げます。 

つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。 

【添付資料】 

疑義解釈資料の送付について（その 54） 

（令 5.7.24 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 



事  務  連 絡 

令和５年７月 24 日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）  御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 ( 部 ) 

厚生労働省保険局医療課 

疑義解釈資料の送付について（その 54） 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和４年厚生労働省告示第 54 号）

等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついて」（令和４年３月４日保医発 0304 第１号）等により、令和４年４月１

日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑

義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切

に運用いただくようお願いします。



（別添） 

医－1 

医科診療報酬点数表関係 

 

問１ 区分番号「Ａ３００」救命救急入院料、区分番号「Ａ３０１」特定集中治

療室管理料、区分番号「Ａ３０１－４」小児特定集中治療室管理料、区分番号

「Ａ３０２」新生児特定集中治療室管理料１、区分番号「Ａ３０３」総合周産

期特定集中治療室管理料の施設基準において、「専任の医師が、午前０時より

午後 12 時までの間常に（以下「常時」という。）治療室内に勤務しているこ

と」とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について （令和元年７月１

日基発 0701 第８号）」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任

の医師が、常時治療室内にいることでよいか。 

（答）専任の医師が、常時治療室内の患者に対して自ら適切な診療を行い、昼夜

に関わらず同様に勤務する体制をとっている場合は、差し支えない。ただし、

宿日直許可と特定集中治療室管理料等の施設基準における医師の配置との

整理については、令和６年度診療報酬改定の過程において明確化することと

していることに留意すること。 

 

問２ 区分番号「Ａ３０１－２」ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に

おいて、「当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時１名以上いること」

とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について （令和元年７月１日

基発 0701 第８号）」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の

常勤医師が、当該保険医療機関内にいることでよいか。 

（答）専任の常勤医師が常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制

をとっている場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可とハイケアユニッ

ト入院医療管理料の施設基準における医師の配置との整理については、令和

６年度診療報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意

すること。 

 

問３ 区分番号「Ａ３０１－３」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準

において、「当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を５年以

上有する専任の医師が常時１名以上いること。ただし、夜間又は休日におい

て、神経内科又は脳神経外科の経験を５年以上有する医師が、当該保険医療

機関の外にいる場合であって、当該医師に対して常時連絡することや、頭部

の精細な画像や検査結果を含め診療上必要な情報を直ちに送受信することが

可能であり、かつ、当該医師が迅速に判断を行い、必要な場合には当該保険

医療機関に赴くことが可能である体制が確保されている時間に限り、当該保

険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を３年以上有する専任の医



 

医－2 

師が常時１名以上いればよいこととする。」とあるが、当該専任の医師は、「医

師、看護師等の宿日直許可基準について （令和元年７月１日基発 0701 第８

号）」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている医師が、当該保険医療

機関内にいることでよいか。 

（答）神経内科または脳神経外科の経験を３年、又は５年以上有している専任の

医師が常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制をとっている

場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可と脳卒中ケアユニット入院医療

管理料の施設基準における医師の配置との整理については、令和６年度診療

報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意すること。 

 

問４ 区分番号「Ａ３０２」新生児特定集中治療室管理料２の施設基準におい

て、「専任の医師が常時、当該保険医療機関内に勤務していること」とあるが、

「医師、看護師等の宿日直許可基準について （令和元年７月１日基発 0701 第

８号）」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の医師が、当該

保健医療機関内に勤務していることでよいか。 

（答）専任の医師が常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制をと

っている場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可と新生児特定集中治療

室管理料２の施設基準における医師の配置との整理については、令和６年度

診療報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意するこ

と。 

 

問５ 区分番号「Ａ３０３－２」新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準に

おいて、「当該保険医療機関内に、専任の小児科の常勤医師または週３日以上

常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っ

ている専任の小児科の非常勤医師が常時１名以上配置されていること」とあ

るが、当該常勤医師及び当該非常勤医師は、「医師、看護師等の宿日直許可基

準について （令和元年７月１日基発 0701 第８号）」に示す宿日直許可を取得

し、宿日直を行っている、医師でよいか。 

（答）専任の小児科の常勤医師または週３日以上常態として勤務しており、かつ、

所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の小児科の非常勤医

師が、常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制をとっている

場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可と新生児治療回復室入院医療管

理料の施設基準における医師の配置との整理については、令和６年度診療報

酬改定の過程において明確化することとしていることに留意すること。 

 

 



 

医－3 

【がんゲノムプロファイリング検査】 

問６ 「Guardant360 CDx がん遺伝子パネル」について、関連学会の見解に

おいて、既収載のがんゲノムプロファイリング検査と同様の臨床的位置づ

けで使用されるものとされており、本検査を用いて検査を行った場合であ

っても区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査を算定して

よいか。 

（答） 

 差し支えない。 

 


